
参加
無料

会場　 ①・④あいぴあ泉南 研修室１(樽井1丁目 8-47)　　　　　　　　 　

  ②・③市民交流センター 大会議室（樽井9丁目 16-2）

定員 30名 ／ 要申込み

泉南市子どもの権利救済委員会

1 2

3 4

子どもの権利に関する条例が

泉南市に制定されてから 12年。

2025年 4月、泉南市子どもの権

利救済委員会が設置されました。

今あらためて、

子どもの権利について

救済委員 3名と相談員が

お伝えします。

電話 (072-447-7747) または
メール (kodomo@city.sennan.lg.jp) で
「住所」「氏名」「連絡先」を添えて
お申込みください。

泉南市における「子どもの権
利」の現状と課題

子どもの権利救済委員　吉永省三さん 子どもの権利救済委員　田中文子さん

子どもの権利救済委員　伊藤あすみさん

子どもと子どもの権利救済制度
～子どもにやさしいまちをめざして～

子どもの権利救済委員会に
こめられた願いと期待

どなた
でも

主催 　泉南市 健康子ども部 子ども政策課（泉南市樽井一丁目 1番 1号）

2/5(木 ) 13:30～15:30 2/12( 木 ) 13:30～15:30

2/26(木 ) 13:30～15:30 3/5(木 ) 13:30～15:30

権利は、奪われたときに強く感じるものです。
権利侵害のとき、子どもがまた前に進んで
いくために必要なことはなんでしょうか。

子どもが自死するという痛ましい事態が
2022年 3月に起こりました。
この事実に向き合う中から

「子どもの権利」とその「救済」を共に考えます。

子どもの権利救済委員会が
子どもにとってどんな存在であれば良いのかを

願いと期待をもって話します。

二次元コードで
スマホからも簡単に
お申込みいただけます。
　　　  ※3/4 申込締切

あいぴあ泉南 研修室１

あいぴあ泉南 研修室１

市民交流センター 大会議室

市民交流センター 大会議室

子どもの権利相談員

子どもの権利救済
～子どもシェルターの活動・
　　　　いつも子どもを真ん中に～

虐待など様々な理由により
居場所のない子どもの緊急避難所である

「子どもシェルター」の活動をご紹介します。


